
消費生活移動講座 

と き n月24日（水）12時半 

ところ 市中央公民館 

講 義 合成洗剤の知識と 
洗濯 

師嚢京番鷲轍鞭 
主催 市商工観光課 

講
 

（昭和33年9月10日第3種郵便物認可） 

事
業
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い

ま
す
。
駅
東
部
の
地
区
を
都
市

計
画
法
に
基
づ
く
土
地
区
画
整

理
事
業
に
よ
り
整
備
し
、
公
共

施
設
の
改
善
、
宅
地
の
利
用
増

進
な
ど
を
進
め
て
近
代
的
な
市

街
地
を
造
ろ
う
と
、
い
ま
急
ピ

ッ
チ
で
工
事
が
行
な
わ
れ
て
い

ま
す
。
 

総
面
積
は
約
四
十
紛
、
総
事
 

着々進む駅東部開発事業 
48年度完成をめざして順調に進んでいま す 

人
ロ
お
よ
び

産
業
な
ど
の
増

加
は
、
各
所
に

ス
プ
ロ
ー
ル
現

象
を
生
じ
さ
せ

て
、
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
を
投
げ

か
け
て
い
ま
す

市
民
生
活
の

安
定
、
産
業
基

盤
の
整
備
を
図

る
に
は
、
要
請

に
応
え
る
先
行

整
備
の
必
要
が

あ
り
、
ス
プ
ロ
 

ー
ル
防
止
に
も

市
街
地
と
松
島

団
地
の
間
に
は

さ
ま
れ
た
、
駅

東
部
の
整
備
は

ま
さ
に
画
期
的
 

r
 

西
北
両
津
軽
郡
の
経
済
並
び

に
文
化
行
政
の
中
心
都
市
と
し

で
、
当
市
は
年
毎
に
発
展
し
て

お
り
、
近
年
産
業
基
盤
お
ょ
び

都
市
機
能
諸
施
設
の
整
備
が
急

速
に
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

業
費
五
億
八
千
六
百
万
円
が
見

込
ま
れ
、
昭
和
四
十
八
年
度
完

成
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
 

土
地
利
用
計
画
は
、
住
居
地

と
し
て
約
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
 

商
業
地
と
し
て
約
十
三
パ
ー
セ

ン
ト
、
工
業
地
と
し
て

ー
パ
ー
 

セ
ン
ト
、
公
共
用
地
な
ど
と
し

て
三
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ

て
い
ま
す
。
 

公
共
施
設
整
備
計
画
と
し
て

は
、
田
川
ー
三
ッ
屋
線
、
漆
川
 

ー
岩
木
町
線
な
ど
二
十
ニ
メ
ー
 

ト
ル
、
十
六
メ
ー
ト
ル
の
幹
線

道
路
に
街
路
が
連
ら
な
っ
て
い

ま
す
。
 

ま
た
児
童
公
園
、
緑
地
帯
、
 

駅
東
部
広
場
の
造
成
更
に
は
旧

十
川
改
修
工
事
が
関
連
施
行
（
 

県
）
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
緑
と
水
に
囲
ま
れ
た
快

適
な
環
境
を
つ
く
り
だ
す
こ
と

に
な
り
ま
す
。
団
地
造
成
と
は

ま
た
趣
の
ち
が
っ
た
新
し
い
市

づ
く
り
が
進
め
ら

れ
て
 
い
ま

す
。
 

・・ J 

徳給法の一部が改正になりました 

昭和46年'a月1日から恩給法が一部改正され、普通

恩給、公務扶助料、特例扶助料、増加料公死扶助料、 

増加恩給、傷病年金等が、本年1月からと 10月からと

にさかのぼって増額されることになりました。 

改正の主な内容は次のとおりですが、詳しいことは

市民課へお問合せください。 

◇普通恩給停止基準が、恩給年額29万円、 所得145万

円まで引きあげられました。 

◇夫に対する扶助料の給与条件が緩和されましだ。 

◇下士官以上の旧軍人旧準軍人で、在職年が3年から 

7年未満のものに対する一時恩給支給条件が緩和さ 

れました。 

◇旧軍属（任官）に対する一時恩給支給条件が緩和さ

れました。 

◇戦時加算年ばかりでなく旧軍人等の戦地外戦務加算

年および各種職務加算年が算入されました。 

◇戦犯こう禁期間の通算制限が撤廃されました。 

◇戦地に指定されなかった期間中、本邦、朝鮮、台湾

樺太、千島および満州等において、戦務に関連して

負傷、疾病者には特別傷病恩給が支給されます。 

◇公職追放者で公務員またはその遺族に解除時のべー 

ス秘一時金が支給されます。但し、年金をうける人

は除かれます。 

（工事中の田川～三ツ谷線22 , 道路） 

才森県） 五 所 川 原 市 広 報 

雪妥警弘→ 
毎月 1日・15日 発行 	一部4円 

発行所 五所川原市役所 
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②
 
市
議
会
関

係
の
人
事
が
決
ま
り
ま
し
た
 

総
務
常
任
委
員
会
 

（八
名
）
 

委
員
長
 

渋
谷
 

（六
番
）
 

農

末
 

副
委

員
長
 

浅
川
 
勇
 

（
十五
番
）
敷
島
町
 

団
体
役
員
 
四
十
一
才
 

議
 
長
 

秋
田
長

兵
衛
 

（四
番
）
 

川
山
 

六
 
十
 
才
 

（建
設
常
任
委
員
）
 

副
議
長
 

泉
谷
 
正
志
 

（
二
十
七
番
）
 
毘
沙
門
 

？
 

四
十
七
才
 

（民
生
常
任
委
員
）
 

川
浪
 
直
治
 

（十
二
番
）
 

農
菜
 

六
十
二
才
 

斎
藤
 
昇
 

（
十
七
番
）
 
松
島
町
 

会
社
員
 
四
十

五
才
 

船
水
 
信
一
 

（
十番
）
 
飯
詰
 

木
工
業
 

五
十
四
才
 

山
口
 
徳
一
一
 

（
二
十
二
番
）
柏
原
町
 

会
社
社
長
 
四
十
三
才
 

木
村
勘
一
郎
 

（
三
十
番
）
 

元
町

無
職
 

五
十
三
才
 

吉
岡
 
良
三
 

（
八
番
）
 

川
山
 

農
業
 

四
十
五
才
 

経
済
常
任
委
員
会
 

（八
名
）
 

委
員

長
 

三
上
 
理
 

（
一
一
十一
番
）
 
岩
木
町

会
社
役
員
 
四
十

三
才
 

春
一）
 

副
委

員
羨
 

川
浪
重

次
郎
 

（
十六
番
）
 
鶴
ケ
岡

農
業
 
五
十

二
才

・
 

福
士
 

孝
一
 

（
二
十
五
番
）
 
高
野

農
業
 

五
十
五
才
 

奈
良
 

清
作
 

（十
三
番
）
 
田
川
 

農
業
 

四
十
三
才
 

成
田
 

実
 

（七
番
）
 
松
島
町
 

建
設
業
 
四
十
三
才
 

寺
田
 
義
雄
 

（
二
十
四
番
）
松
島
町

農
業
 
五

十
一
才
 

太
田
 
良
吉
 

（
一
番
）
 
飯

詰
 

農
業
 

三
十
五
才
 

四 ピi二 
f一金 ’-J 

二山ヲぐ二 
才 

済 

.
 



③
 

小
田
桐
源
太

郎
 

（
二
十
番
）
 
漆

川

農
業
 

六
十
五
才
 

民
生
常
任
委
員
会
 

（七
名
）
 

委
員
長
 

前
田
 
義

則
 

（
二
十
六
番
）
 
梅
田

農
業
 

五
十
三
才
 

副
委
員

長
 

平
山
 
洗

一
 

（十
四
番
）
さ
つ
き
町

会
社
員
 
三
十
五
才
 

小
野
豊
四
郎
 

（
二
十
三
番
）
沖
飯
詰

商
業
 
六
十
三

才
 

鶴
谷
初
太
郎
 

（
二
十
八
番
）
 
旭
町
 

会
社
役
員
 
六
十

六
才
 

岩
崎
 
慶

一
 

（
三
番）
 
沖

飯
詰

農
業
 
四
十

一
才
 

石
岡
彦
永
門
 

（
九
番
）
 

福
山
 

農
業
 
三
十

八
才
 

建
設
常
任
委
員
会
 

（七
名
）
 

委
員

長
 

斎
藤
 
一
郎
 

（
五
番
）
 

松
野
木

農
業
 

四
十
一
才
 

副
委
員
長
 

成
田
修
次
郎
 

（
二
十
九
番
）
布
屋
町

土
建
業
 
六
十
四
才
 

竹
谷
 
茂
男
 

（
一
一
番）
 
梅

田
 

農
業
 
四
十
四

才
 

笹
森

柾
五
郎
 

（
十
八
番
）
 
七
ッ
館

農
業
 

六
十
九
才
 

山
川
 
誠
紀
 

（
十
一
番）
布
屋
町
 

会
社
社
長
 
四
十

二
才
 

高
満
 
タ
カ
 

（
十九
番
）
川
端
町

助
産
業
 
五
十
六
才
 

（
議
会
選
出
監査
委
員
）
 

な
お
、
議
会
選
出
の
監
査
委

員
に
高
満
タ
カ
、
学
識
経
験
監

査
委
員
（
常
勤
）
に
は
、
前
固

定
資
産
評
価
員
の
平
川
甚
四
郎

西
北
五
精
薄
児
施
設
組
合
議
員

に
山
口
徳
二
、
西
北
五
衛
生
処

理
組
合
議
員
に
笹
森
柾
五
郎
、
 

五
所
川
原
地
区
消
防
事
務
組
合

議
員
に
小
田
桐
源
太
郎
、
福
士

孝
一
、
岩
崎
慶
一
の
各
氏
が
決

ま
り
ま
し
た
。
 

ま
た
、
寺
田
柾
四
郎
、
永
井

末
吉
両
氏
の
任
期
満
了
に
伴
な

う
市
教
育
委
員
に
、
南
小
〉子
校
 
 

長
、
第
一
中
学
校
長
を
歴
任
し

た
小
山
吉
之
助
、
野
里
小
学
校

長
、
西
北
教
育
事
務
所
長
を
歴

し
た
伊
藤
定
一
の
両
氏
が
決
ま

り
、
十

一
月
十
二
日
の
教
育
委

員
会
の
席
上
、
小
山
古
之
助
氏

が
教
育
長
に
推
せ
ん
さ
れ
ま
し

た
。
 

な
お
、
人
権
擁
護
委
員
に
は

次
の
五
氏
が
推
せ
ん
さ
れ
ま
し

た
。
 

尾
 
崎
 
正
雄
 
5
4
 

伊
藤
角
右
衛
門
 
4
7
 

鹿
内
 
恭
太
郎
 
7
8
 

石
井
 
福
太
郎
 
6
1
 

佐
々
木
 
初
海
 
4
2
 

f
 

監
査
委

員
 

平
川
甚
四
郎
 

松
島
町
 
（
ヒ
十
六
才
）
 

教
育
委

員
 

小
山
吉
之

助
 

松
島
町
 

（
六
十
一
才
）
 

教
育
委

員
 

伊
藤
 
定

一
 

俵
元
 

（
六
十
六
才
）
 

敷鎌広太田
島谷 刀
町町田打町 

昭和52年青森国 

体を実現させま

しよう 

第32回国体青森県

誘致委員会 

.
 



マ
マ
さ
ん

ノ
ー
ト
 

かぜがはやってます 

外出から帰りましたら 
必ずうがいと手洗いをましよう 

議異 
麟舞 

鷺ミ 
逃鷲臨 

④ 

軽
油
引
取
税

の
用
途
免
税
と

さ
れ
て
い
る
農

業
用
軽
油
の
免

税
申
請
者
は
年

々
増
加
し
て
い

ま
す
が
、
農
繁

期
直
前
に
申
請

者
が
集
中
し
た

場
合
、
受
付
事

務
に
支
障
を
き
 

た
し
、
農
家
の
皆
さ
ん
に
迷
惑

を
か
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
の
で
、
市
町
村
別
に
分
け
て

受
付
け
ま
す
か
ら
、
今
か
ら
申

請
に
必
要
な
次
の
書
類
を
準
備

し
て
お
い
て
く
だ
き
い
。
 

ま
た
、
申
請
に
必
要
な
市
農

業
委
員
会
の
耕
作
証
明
多
も
申

請
期
日
直
前
に

一
度
に
来
ら
れ

ま
す
と
混
雑
し
ま
す
か
ら
早
め

に
お
い
で
く
だ
さ
い
。
十
一
月

二
十
日
か
ら
受
付
け
て
い
ま
す

◇
申
請
受
付
日
 

来
年

一
月
十
日
 

九
時
ー
十
六
時
 

◇
免
許
証
交
付
日
 

来
年
三
月
十
五
日
 

◇
受
付

・
交
付
場
所
 

市
内
栄
町
十
八
、
五
所
川
原

県
税
事
務
所
課
税
課
軽
油
引
取

税
係
 ◇

必
要
な
書
類
 

⑨
個
人
ま
た
は
共
同
申
請
者
の

場
合
 免

税
軽
油
使
用
者
証

（
 

新
規
の
申
請
者
は
不
用
で
す
）
 

水
田

・
り
ん
ご
畑
・
普

通
畑
に
区
別
し
た
耕
作
証
明
書

一11、
印
か
ん
 

四
、
販
売
店
な
ど
の
発
行
す

る
機
械
の
譲
渡
証
明
書

（
新規

の
申
請
者
と
機
械
に
異
動
の
あ

っ
た
人
が
必
要
で
す
）
 

来
年
中
に
使
用
者
証
が

無
効
に
な
る
人
は
、
市
役
所
発

行
の
機
械
所
有
証
明
書
 

前
年
に
購
入
し
た
軽
油

納
品
書
ま
た
は
領
収
書
 

水
田
な
ど
の
揚
排
水
に

使
用
し
た
人
は
前
年
の
実
績
書

こ
と
し
使
用
す
る
人
は
月
日
ご

と
の
使
用
計
画
書
 

新
規
の
申
請
者
と
来
年

中
に
使
用
者
証
が
無
効
に
な
る

人
は
百
円
の
県
収
入
証
紙
 

⑥
防
除
組
合
ま
た
は
ト
ラ
ク
タ
 

ー
利
用
組
合
な
ど
の
場
合

前
記
書
類
の
他
に
受
益
面
積

証
明
書
、
個
人
ご
と
に
明
瞭
に

押
印
し
だ
組
合
員
名
簿
、
組
合

長
印
、
こ
と
し
中
に
軽
油
を
使

用
し
た
実
績
書
と
受
払
状
況
調

来
年
中
の
年
間
作
業
計
画
と
軽

油
使
用
数
量
計
画
書
、
そ
れ
に

新
規
に
申
請
す
る
組
合
は
規
約

ま
た
は
定
款
、
耕
作
場
所
の
見

取
図
 

郵
政
大

臣

か
ら

金
盃
が
 

贈
ら

れ

ま
し

た
 

簡
易
保
険
事
業
は
、
特
に
高

令
加
入
者
に
対
し
て
、
心
身
の

保
養
の
場
と
し
て
加
入
者
ホ
ー
 

ム
を
設
け
る
な
ど
、
積
極
的
に

健
康
の
保
持
増
進
に
努
め
て
い

ま
す
が
、

一
昨
年
か
ら
、
毎
年

簡
易
保
険
の
月
で
あ
る
十
月
に

米
寿
を
迎
え
た
明
治
十
六
年
生

ま
れ
八
十
八
才
の
加
入
者
に
、
 

郵
政
大
臣
が
金
ば
い
を
贈
っ
て

い
ま
す
。
こ
と
し
の
、
五
所
川

原
局
区
内
の
該
当
者
は
次
の
九

名
で
す
。
 

渋
谷
 
フ
サ
 
柏

原
町

高
橋
 
久
作
 

川
端
町

長
尾
 
さ
た
 

鶴
ケ
岡

佐
藤
 
才
助
 

藻
 
川

奈
良
 
孫
作
 

田
 
川
 
 

×
 

小
笠
原
ボ
ン
ズ

沼
宮
内
秀
隆

対
島
竹
四
郎

藤
田
 
ソ
ノ
 

電
話
で

道
路
情
報
と
 

求
人
案

内
が
聞
け

ま
す
 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
マ
イ

カ
ー
に
よ
る
旅
行
の
と
き
に
、
 

ち
よ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
し
て
み
ま

せ
ん
か
。
道
路
工
事
な
ど
に
よ

る

一
方
通
行
区
間
や
、
通
行
止

め
あ
る
い
は
迂
回
路
の
案
内
な

ど
、
も
つ
と
も
新
し
い
県
内
の

主
要
道
路
情
報
が
録
音
で
聞
け

ま
す
。
 

ま
た
、
求
職
の
人
へ
仕
事
の

内
容

・
性
別

・
年
令

・
給
与
な

ど
の
詳
し
い
求
人
案
内
も
し
て

い
ま
す
。
 

道
路
情
報
は
〇
一
七
七
ー
七

七
ー
五
五
五
五
 （
代
）
を
、
求

人
案
内
は
〇

一
七
七
ー
七
七

ー
 

五
三
七
一
 
（
代
）
 
を
ダ
イ
ヤ
ル

し
て
く
だ
さ
い
。
 

自
動
車

重
量
税

が
創
設

さ
れ
ま
し

た
 

急
激
に
増
加
す
る
自
動
車
に

対
処
し
て
、
道
路
な
ど
の
社
会

資
本
を
充
実
す
る
た
め
の
財
源

と
し
て
、
自
動
車
重
量
税
が
創

設
さ
れ
、
十
二
月
一
日
か
ら
施

行
さ
れ
ま
す
。
 

自
動
車
重
量
税
は
、
道
路
運

送
車
両
法
の
規
定
に
よ
り
、
自

動
車
検
査
を
受
け
る
自
動
車
お

よ
び
使
用
の
届
け
出
に
よ
り
車

両
番
号
の
指
定
を
受
け
る
軽
自

動
車
に
対
し
、
自
動
車
の
区
分

や
重
量
に
よ
り
、
七
千
五
百
円

か
ら
千
五
百
円
ま
で
の
税
金
が

か
か
り
ま
す
。
 

た
だ
し
、
大
型
特
殊
自
動
車
 
 

す
で
に
車
両
番
号
の
指
定
を
受

け
、
 一
定
の
手
続
き
に
よ
る
軽

自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
、
 

小
型
特
殊
自
動
車
に
は
か
か
り

ま
せ
ん
。
 

税
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
人
は
、
検
査
自
動
車
や
届

け
田
軽
自
動
車
の
使
用
者
で
、
 

自
動
車
の
検
査
を
受
け
る
と
き

や
、
軽
自
動
車

の
使
用
届
け
出

を
す
る
と
き
に
、
税
額
に
相
当

す
る
額
の
重
量
税
専
用
印
紙
を

書
類
に
は
っ
て
、
陸
運
事
務
所
 

（
自
動
車検
査
場
）
 
の窓
ロ
に

提
出
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
納
税

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

手
小

荷
物

の
取
扱
時
間
 

が

変

わ
り

ま
し

た
 

国
鉄
五
所
川
原
駅
の
、
手
荷

物
及
び
小
荷
物
の
取
扱
時
間
が

一
日
か
ら
、
九
時
か
ら
十
七
時

ま
で
に
変
更
に
な
り
ま
し
た
か

ら
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
 

扇
風
機
は

こ
の
よ
う

に

し
ま
っ
て

く
だ

さ
い
 

扇
風
機
を
し
ま
う
と
き
は
、
 

ま
ず
、
石
験
水
か
清
水
を
含
ま

せ
た
布
で
ふ
き
と
り
、
そ
の
あ

と
、
乾
い
た
柔
か
い
布
で
水
分

を
ふ
き
と
り
、
扇
風
機
に
付
属

し
て
い
る
オ
イ
ル
ま
た
は
良
質

の
ミ
シ
ン
油
を
、
モ
ー
ト
ル
の

上
部
に
あ
る
注
油
こ
う
に
注
入

し
て
く
だ
さ
い
。
 

つ
ぎ
に
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
ま
た

は
丈
夫
な
包
装
紙
で
包
み
、
ダ

ン
ボ
ー
ル
の
保
管
函
に
納
め
、
 

通
風
の
よ
い
湿
気
の
少
な
い
と

こ
ろ
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
 

秋
の
全
国
 

火
災

予
防
運
動
 

H
月
2
6日

ー
1
2月
2
日
 

農業用軽油の免税を

申請してください 

田藻

川川 

姥漆飯長 

蒐川詰富 
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